
商業・法人登記情報の提供要領 

 

 法務省民事局商事課（以下「甲」という。）及び国税庁課税部課税総括課（以下「乙」という。）

は、商業・法人登記情報の提供要領を次のとおり定める。 

 

（登記情報の提供） 

第１条 甲は、関係行政機関相互の密接な連携の一環として、乙の求めにより（国税通則法（昭

和３７年法律第６６号）第７４条の１２第１項等）、電子情報処理組織により商業・法人登記を

取り扱う登記所（不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１６年法律

第１２４号）第５３条第２項及び第４項）における別紙「法務省提供データ一覧」に掲げる種

類株式を発行する会社に関する登記事項及び当該登記事項に付随する情報のうち、国税の適正

かつ公平な課税の実現を目的として必要な情報（以下「登記情報等」という。）を会社・法人ご

とに提供する。 

 

（提供方法） 

第２条 登記情報等の提供は、電磁的記録媒体を用いて行う。 

２ 登記情報等は、法務省民事局総務課登記情報センター室から乙へ全国分を一括して提供する

ものとする。 

３ 提供時期は、甲乙が別途協議して定める。 

 

（目的外使用の禁止等） 

第３条 国税庁は、甲から提供された登記情報等を第１条に規定する目的以外に使用し、又は他

に漏らしてはならない。 

２ 前項の目的を達成するため、乙は、甲に対し、甲から提供された登記情報等の取扱い及びこ

れを処理するシステムに関するセキュリティポリシーを提示する。セキュリティポリシーを変

更したときも、同様とする。 

 

（費用負担） 

第４条 登記情報等の収集及び提供のために必要なシステムの開発に要する経費は、乙において

負担する。 

２ 登記情報等の収集及び提供のために必要なシステムの運用等に要する経費は、乙において応

分の経費を負担する。 

 

（細目） 

第５条 甲が提供する登記情報等の範囲及び提供方法並びに乙が負担する経費の支出方法等の細

目については、甲乙が別途協議して定める。 

２ 本要領を改正するときは、甲乙において別途協議するものとする。 

 



   附 則 

本要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和７年３月３１日 

法務省民事局商事課長 

田中 晋 

国税庁課税部課税総括課長 

菅 哲人 



別紙 機密性１　完全性２　可用性２

別紙　法務省提供データ一覧

１．登記事項

１ 商号

２ 本店

３ 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
原因年月日及び登記年月日
を含む。

４ 発行済み株式の総数並びに種類及び数
原因年月日及び登記年月日
を含む。

２．登記情報を管理するための情報

１

２

会社法人等番号

登録番号

商号区

株式・資本区

会社法人等を特定し、登記情報を管理・分類するための情報として、以下に記載する情報を提供する。

No 情報 備考

以下に記載する情報を提供する。

No 登記事項区 登記事項名 備考

1／1
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